
第１１５号議案 

 

 

町区域の変更について 

 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

平成２４年(2012年)１１月２９日 

 

                                        提出者  町田市長  石 阪 丈 一 



   町区域の変更について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定に基づき、本市内

の町区域を別紙町区域変更参考図に示すとおりに変更するとともに、字区域を別紙字

区域廃止調書のとおり廃止する。 

なお、この新設及び変更は２０１３年２月１日から施行する。 
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